
令和４年１２月２６日 

 

一般競争入札に関する公告 

 

下記のとおり一般競争入札に付します。 

 

社会福祉法人   済生会兵庫県病院 

                                      院長 左右田 裕生 

 

１、競争入札に付する事項 

（１）件名 

   紙カルテ保管に要する棚 一式 

 

（２）履行場所 

   兵庫県神戸市北区藤原台中町５丁目１番１号 

 

（３）契約日 

   開札日から７日以内 

 

（４）予定工期 

   着工 令和５年２月１３日 

   完成 令和５年２月１５日 

 

（５）入札方法 

   一般競争入札（最低制限価格を設定） 

 

２、入札参加者資格について 

  入札に参加できるのは、以下の条件を全て満たす者とする。 

(1) 過去 3年間において、病床数 200床以上の総合病院において取引実績を有すること。 

(2) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生開始手続きの申立てをなし、又は申立てがなさ

れている者でないこと（再生計画認可の決定がなされた場合を除く）。 

(3) 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続き開始の申立てをなし、又は申立てがなされて

いる者でないこと。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生開始手続きの申立てをなし、又は申立てがなさ

れている者でないこと（更生計画認可の決定がなされた場合を除く）。 

(5) 兵庫県又は神戸市から指名停止措置を受けていないこと。 

(6) 兵庫県又はその隣接圏内に本店、支店又は営業所を有していること。 

(7) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成3年法律第77号）に規定する暴力団員及び暴力

団又は暴力団員と社会的に非難される関係にある者（従業員を含む）でないこと。 

 

 

 

 

 

恩賜 

財団 



３、入札手続等 

（１）仕様書の交付期間及び交付場所 

  （ア）期間 

     令和５年１月１０日 火曜日 午前１２時まで 

※入札要件書の受領にあたっては、事前に連絡のうえ来訪すること。 

なお、配布資料受領時に参加資格を確認するため行政関係機関より発行された資格審査決定通知書 

の写しを提出すること（同写しの提出をもって参加表明とする）。 

  （イ）場所 

     社会福祉法人   済生会兵庫県病院 施設用度課 

  （ウ）入札説明 

     入札説明会等は実施致しません 

 

（２）入札物品の仕様書調査資料提出 

（ア）技術要件の概要 

ア 本仕様書における技術要件は済生会兵庫県病院（以下「当院」という。）が必要とする最低限度の技 

術要件を示しており、入札物品の性能等がこれを満たしていないと判断された場合には、不合格とな 

り、落札決定の対象から除外する。 

    イ 入札機器の性能などが、技術要件を満たしているか否かの判断は、当院において、入札物品に関わ 

る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。 

  （イ）期間 

     令和５年１月１３日 金曜日 午前１１時まで 

※仕様書調査資料提出にあたっては、事前に連絡のうえ来訪すること。 

なお、結果を電子メールにて通知するため宛先がわかる物を併せて提出。 

  （ウ）場所 

     社会福祉法人   済生会兵庫県病院 施設用度課 

（エ）結果通知 

令和５年１月１７日 火曜日予定 

 

（３）入札日時 

  （ア）令和５年１月２０日 金曜日 １０時～ 兵庫県病院 2階講義室 

（イ）注意事項  

ア 入札参加者は上記の日時、場所に直接入札書（別紙様式 2）を持参し、入札書をもって入札すること。 

なお、代理人が出席して入札する場合は、代表者からの委任状(別紙様式 1)を提出すること。 

イ 入札参加者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。 

ウ 入札時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

エ 入札参加者は、本公告及び入札心得(別紙様式 3)を熟覧の上で入札に参加すること。 

   オ やむを得ず辞退する場合は辞退届（別紙用紙 4）に理由を記入して事前に提出すること。 

 

（４）担当 

   済生会兵庫県病院 施設用度課 

   TEL：０７８－９８７－２２２２ FAX：０７８－９８７－２２２１、E-mail：youdo@saiseikai.info 

   概要について質疑がある場合は、質疑書（別紙様式 5）に記入のうえ１月１１日水曜日午前１２時まで 

   に施設用度課に提出すること 
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（５）落札者の決定方法 

   予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低価格を 

もって入札した者を落札者とする。 

落札者がない場合直ちに再度の入札を行うものとするが、入札の回数は２回を限度とし、再度の入札の 

結果落札者がない場合は、最低価格入札者と随意契約に移行する 

 

（６）その他 

   （ア）契約 

      落札者は落札決定の通知があった日から７日以内に契約を締結しない場合、その効力を失う 

   （イ）入札保証金及び契約履行保証金 

      免除 

      ただし、落札者が契約を締結しないときは、見積りに係る入札 金額（ 消費税及び地方消費 税  

を含む。） の 100 分の 3 に相当する金額を納付させるものとする。 

また、落札者が、期限内に物品を納入しなかったときは、済生会兵庫県病院に対し違約金を支払

うものとする。この場合の違約金は履行期限の翌日から起算し、納入の日までの日数に応じ未納

物品の代価に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律

第 256号）第 8条第 1項の規定に基づき財務大臣が定める率（以下「政府契約の支払遅延に対す

る遅延利息の率」という。）の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求する。 

   （ウ）入札の無効 

      本公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請者又は資料に虚偽の記載をした者の 

行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする 

 


